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成31年の新春を迎え、心よりお
慶び申し上げます。

　会員の皆様におかれましては、日頃よ
り協会運営に多くのご支援、ご協力を賜
り、厚く御礼申し上げます。
　昨年は、中国・四国地区を中心とした豪
雨災害、北海道胆振における地震による
災害により、甚大な被害が発生しました。
改めまして被害に遭われた方 に々心からお
見舞いを申しあげるとともに、被災地の一
日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。
　さて、我々不動産業界では、一昨年の

春を迎え、謹んで新年のご挨拶
を申し上げます。

　全日本不動産協会・不動産保証協会東
京都本部及び全国不動産協会会員の皆様
方には、日頃より東京の都市づくりに格
別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　昨年は、日本各地において大規模な災
害が発生した年でした。東京でも、想定
を超える災害がいつ起きるかわかりませ
ん。東京都では、「都市づくりのグランド
デザイン」に基づき、2040年代を目標に、
長期的な視点から施策を進め、安全・安

東京都都市整備局長

佐藤 伸朗

平

新

宅地建物取引業法の一部施行に続き、昨
年4月からは、既存住宅の流通市場を活性
化するため、宅地建物取引業者の主導に
よる建物状況調査（インスペクション）の
活用を促す一部改正が施行されました。
また、既存住宅を選択できる「安心R住宅」
制度について、全日が不動産流通団体と
して初めて事業者団体の登録を受けその
運用を開始しました。そして、民泊新法の
施行や民法改正等への対応を含め、宅地
建物取引業者にあっては、専門化・高度
化する不動産関連法令について、必要な
知識の習熟が現実に求められた年となり、
当本部にあっては、これらに対応した研修
の確実な実施とともに受講機会の拡充な
ど、人材育成の強化を図る年となりました。
　本年は、これらに加え、10月１日から
の消費税率の引上げ等の対応など、不動
産業界においては、社会経済情勢の変化
に応じた様々な課題に対応することが求
められています。当本部といたしまして
も、不動産取引に影響を与える要因の推
移及び動向を注視しながら、多様な研修

心と、東京ならではの良好な街並みが両
立した都市を目指しています。
　例えば、木密不燃化プロジェクトでは、
地権者の方々との交渉等を十分に行いな
がら、防災生活道路に位置づけた狭あい
道路の拡幅整備や延焼遮断帯となる街路
の整備を進め、不燃化・無電柱化を一層
推進してまいります。
　また、住宅施策の分野では、東京が
2025年をピークに人口減少社会を迎える中、
あらゆる世代の方々が住みやすいと感じら
れるように、東京に暮らす方々の目線から
の都市づくりも重要です。住宅マスタープ
ランに掲げた「豊かな住生活の実現と持続」
に向け、施策の重要性が一層増している空
き家対策やセーフティネット住宅など、住
宅ストック有効活用に関する施策を総合
的・計画的に一層促進を図ってまいります。
さらに、安全・安心なまちづくりには、マ
ンションの適正な管理が欠かせません。都
は、行政や管理組合、事業者等の責務・
役割を明確化して、マンション適正管理に
向けた仕組みづくりを進めてまいります。

の機会を設け迅速な情報提供に努め、人
材育成の更なる強化を図って参ります。
　また、東京都では、来年に迫った東京
オリンピック・パラリンピックの開催に向
け、世界各国からの賓客を迎える観光都
市東京として準備が急がれております。
他方で、オリンピック開催後の熟成都市
東京のあり方として、みんなが支え合い
誰もが共生できる社会の実現が期待され
ております。
　当本部といたしましても、東京都をは
じめ、関係行政機関との連携を図り、様々
な課題に的確に対応していきます。また、
2020年までに正会員数１万社達成に向
け、引き続き会員増強と財政基盤の安定
に努めるとともに、ＴＲＡと連携して一
層の会員支援に努めていく所存でありま
す。今後も皆様のご理解とご協力を賜り
ますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
　最後になりましたが、本年も皆様のご
健勝と事業のさらなるご繁栄を祈念いた
しまして、新年のご挨拶とさせていただ
きます。

　宅建業法関連では、インスペクション
に係る規定が実施され、間もなく1年とな
ります。さらに来年は、宅地建物取引に
も係る民法改正が行われます。消費者が
安心して取引できる住宅市場の整備には、
不動産取引の専門家である宅建業者の皆
様のお力添えが必要です。都としまして
も、消費者利益の保護を一層徹底し、宅
地建物取引業に従事する方々の資質向上
や、その専門知識をより発揮できるよう、
今後とも支援してまいります。
　今年は、ラグビーワールドカップ、そ
して来年は、東京2020オリンピック・パ
ラリンピック競技大会を迎えます。「人」
が輝く舞台である東京の魅力を高め、確
かな成長へ繋げていくには、日々、東京
のまちづくりに貢献されている皆様方と
の連携と協働が、大変重要です。今後と
も、一層のご支援を賜りますようお願い
いたします。
　結びに、貴協会の益々のご発展と会員
の皆様のご健勝、ご繁栄を祈念いたしま
して、新年のご挨拶とさせていただきます。

公益社団法人全日本不動産協会東京都本部　本部長
公益社団法人不動産保証協会東京都本部　本部長
一般社団法人全国不動産協会（略称ＴＲＡ）　会　長

中村 裕昌
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インフレ率が加速しており、金融政策も利上げが続く。ねじれ議会の誕生で外交や通商政
策面で過激な大統領令が発動される可能性があり、トランプ氏の政策運営にも注意が必要。

五輪関連の建設投資は開催１年前の2019年夏にピークを迎える。今年は消費増税に加
えて来年の東京五輪特需も相まって、夏にかけてテレビの買い替え需要も伸びる。

KEY WORDS & POINT

KEY WORDS & POINT

永濱 利廣 Toshihiro Nagahama

第一生命経済研究所  経済調査部  首席エコノミスト

1995年早稲田大学理工学部卒業後、第一生命保険（相）入社。
1998年日本経済研究センター出向、2000年より第一生命経済
研究所経済調査部、2016年より現職。跡見学園女子大学非常
勤講師、あしぎん総合研究所客員研究員等を兼務。

米国の利上げと保護主義が日本経済に逆風

　トランプ政権の政策運営も日本経
済の足を引っ張る可能性があるで
しょう。減税や保護主義などにより
インフレ率が加速すれば、FRBが物
価の安定のために利上げを続けざる
を得なくなり、経済に引き締めでも
緩和でもない中立水準を上回る金利
上昇により、米国経済も景気後退に
陥る可能性があります。そうなれば、
日本経済への悪影響も無視できない
ことになるでしょう。更に、米国資
金の本国還流などにより、経常赤字
の新興国が経済危機や通貨危機に陥
るようなことになれば、日本経済も
景気後退を余儀なくされるでしょう。
　中でも最大の注目は、米国のねじ
れ議会の誕生でしょう。トランプ政
権の経済政策は、減税やインフラ投
資をはじめとした財政政策の計画が

ありましたが、ねじれ議会ではこの
法案が通りにくくなることが予想さ
れます。
　このため、トランプ氏は財政政策
で有権者にアピールしにくくなるため、
外交や通商政策でのアピールを強め
ることが予想されます。特に、通商
政策は大統領権限を発揮しやすい分
野であり、議会の制御が効きにくい
という意味では、更なる保護主義化
のリスクは小さくないでしょう。この

ため、外交や通商政策において、ト
ランプ氏がどこまで過激な大統領令
を発動してくるかも焦点となります。
　日本経済への影響としては、自動
車の追加関税発動等で対米貿易黒字
の大幅縮小を余儀なくされれば、経
済成長率がかなり押し下げられるこ
とになるでしょう。また、中東やロ
シアなどの産油国に対して更なる経
済制裁の強化が実行されるようなこ
とになれば、原油価格の上昇を通じ
て日本経済にも悪影響が波及する可
能性もあります。

　こうした中、五輪特需としてテレ
ビの買い替えサイクルに伴う需要効
果は大きいと思います。内閣府の消
費動向調査によれば、テレビの平均
使用年数は9.5年となっています。
　テレビの販売は2014年4月の消費
税率引き上げ前に駆け込み需要で少
し盛り上がりましたが、更に前に遡
ると、2009年度～2010年度にかけて
はそれ以上に販売が盛り上がりまし
た。背景には、リーマンショック後
の景気悪化を受けて、麻生政権下で
家電エコポイント政策が打ち出され

五輪特需の建設投資がピークアウト たことがあります。これで自動車や
エコポイントの対象となったテレビ、
冷蔵庫、エアコンの駆け込み需要が
発生しており、2019年はそこから9年
を経過していることに加え、10月に
消費税率の引き上げを控えているこ
とから、その時に販売された家電の
買い替え需要が期待されます。特に
テレビに関しては、2011年7月の地デ
ジ化に向けて多くの世帯で買い替え
が進みましたので、買い替え需要は
かなりあることが期待されます。
2020年に東京五輪が控えていること
も、買い替え需要の顕在化を後押し
する可能性があるでしょう。

　今回の消費増税は、東京五輪の特
需の反動減が起こる時期と重なる可
能性があることには注意が必要で
しょう。五輪特需は建設投資が主で
すが、1964年10月開催の東京五輪で
は経済成長率のピークは五輪の前年
の63年10～12月期でした。20年8月開
催の今回の東京五輪にあてはめると
19年7～9月期になります。このため、
外部環境にもよりますが、いくら負
担額が少なくなるからといっても、
消費税率を引き上げ後は景気腰折れ
の可能性があるでしょう。

米国経済

五輪特需
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減されると計算されます。
　そこで、内閣府の最新マクロモデ
ル乗数を用いて、前回の消費税率
３％引き上げの際の経済成長率への
影響を試算すると、13年度は駆け込
み需要により個人消費の押し上げ等
を通じて経済成長率が0.7％引き上
げられた一方で、14年度は個人消費
の押し下げ等を通じて経済成長率が
1.4％押し下げられたことになります。
　しかし、次回19年10月に軽減税率
を導入した上で消費税率を２％引き
上げた場合の効果を試算すると、前
年は駆け込み需要による個人消費の

日本経済と景気編

社会保障の財源を確保すべく、消費税率の引き上げが10月に実施される。今回は多くの増
税対策が実施される予定となっており、経済への影響が軽減されることが期待されている。

KEY WORDS & POINT

消費税率引き上げで駆け込み需要とその反動

　今年の景気を占う上では、消費税
率の引き上げが大きな鍵を握ってい
るでしょう。今回の消費増税の負担
額については、軽減税率を導入せず
に消費税率を10％に引き上げると、
最終的に税収は5.6兆円増えることに
なります。しかし酒類・外食を除く
食料を軽減税率の対象品目とした場
合、1兆円の減収となります。また消
費増税の使い道として、増収分の1.4
兆円を教育無償化・負担軽減に充当
することになっています。このこと
から、家計全体では前回の約8兆円
の4分の1となる約2.2兆円の負担に軽

押し上げ等を通じて経済成長率を
0.4％押し上げる一方で、引き上げた
年は個人消費の押し下げ等を通じて
経済成長率を0.8％押し下げることに
なります。ここに子育て還付のプラ
ス効果が加わっても、引き上げた年
の成長率押し下げは0.7％となります。
更に、財源や予算額はまだ確定して
いませんが、①キャッシュレス決済
によるポイント還元、②プレミアム付
き商品券、③住宅購入支援、④自動
車購入支援、等の増税対策も加味す
れば、短期的な増税に伴う悪影響は
さらに少なくなることが予想されます。

消費増税1

　不動産株は昨年5月以降軟調に推移してきたものの、
REITは昨年末以降から比較的堅調な展開が続いています。
不動産株軟調の背景には、オフィスビルをはじめ不動産
市況が堅調で売却物件が少ないことがある一方で、REIT

が堅調な背景には、海外投資家や地銀が割安感に着目し
て積極的に買いを入れていること等があると推察されます。
　特に、日銀が昨年7月末の金融政策決定会合で、長期
金利の変動幅を拡大させるとともに、「当分の間、現在
の極めて低い長短金利の水準を維持する」という政策金
利のフォワードガイダンスを導入したことを、住宅や不
動産市場にポジティブととらえる向きもあります。しか
し、世界の中央銀行の常識として「当分の間」とは半年
程度となります。このため、年明け早々の経済状況次第

では、日銀がもう一段の長期金利上昇を促す可能性もあ
ることには注意が必要でしょう。また、金融機関の不動
産業向け融資残高は過去最高を更新していますが、残
高の伸び率は減速が続いています。そして、金融庁が9

月末に公表した「金融行政方針」では、投資用不動産
向けの過剰な融資を抑制するため、金融機関への検査
や監督を強化することが打ち出されています。
　前述したように、日銀の金融政策については、金融機
関への副作用も無視できなくなっていることから、もう
一段の出口に向かうリスクもあり、不動産・REIT市況に
とってネガティブになるとの見方もあります。米国でも、
大型減税や保護主義の影響によりインフレ率が加速する
という見方が強まれば、日本の長期金利上昇を通じて不
動産・REIT市況の下押し圧力となる可能性があることに
は注意が必要です。

1月恒例の、第一生命経済研究所の永濱利廣氏による今年の日本経済と景気の予測。
昨年は、「賃上げ」「耐久財」「米国経済」をキーワードとして挙げていただきました。
今年も例年通り、3つのキーワードを挙げていただき、2019年の日本経済と景気の行方について予測していただきました。

2019 年の住宅・不動産マーケット
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　マンションの買取再販市場はかつ
てない賑わいを見せている。以前は
市場価格の3割安での仕入れが可能
だったが、今では2割安、中には1割
安で買い取るケースも。熾烈な争いが
繰り広げられている。ただその副産物
もある。長年リノベーションオブザイ
ヤーの審査をやって気づいたこと。そ
れはここ1、2年で再販物件のデザイン
が明らかによくなったということだ。
いまだに新築再生デザインのものも多
いが、それだと価格競争の波に飲ま
れることが自明となり、従来のナチュ
ラル系の王道デザインが少し飽きられ、

　2012年に9%台だった東京の空室
率は一貫して下がり続け、2018年には
2%水準となった。この背景にあるの
は、アベノミクス以降における企業
業績の回復と採用拡大の動きだ。つ
まり、働く人が増えるとオフィスス
ペースが必要になるという基本的公
式に基づく需要の“量的”変化だ。
空室率が下がり需給がひっ迫すると
賃料が上昇することとなるが、実際
に成約賃料も緩やかに上昇してきて
いる。今後も企業が採用を拡大し、
オフィススペースを拡張し、高い賃
料を払うかどうかは、企業業績や日
本経済の動向によるので、これらの
動きに注目する必要がある。一方で、
オフィス市場では、需要の“質的”

白基調、黒基調などソリッドなものが
人気だ。
　また流通市場では大手寡占が進ん
でいる。大手6社の売却サイト「住ま
いバリュー」のインパクト、また検査
無料、保証無料の戦略。さて地場の
不動産会社はどう戦っていくのか。
　米国最大の不動産エージェントの
ケラーウィリアムズのCEOは「我々は
不動産屋ではなくテクノロジー企業に
なる。テックの専門家を採用し、テク
ノロジーを築いていく」と発表。先を
行く米国は「IT業界が不動産領域へ」
だけでなく「不動産からITへ」の流

な変化も始まっている。企業は働き
方改革の流れで、社員の働き方だけ
ではなく、働く場所（ワークプレイス）
の見直しも行い始めている。具体的
には、在宅勤務やサードプレイスオ
フィスなどのテレワークや本社・拠
点オフィス内でのABW※の導入だ。
これらのオフィス内外での“質的”
な変化は今後ますますインパクトを
与えることになろう。企業向けにシェ
アオフィスを提供する専門業者も増
えてきており、オフィスも使う人が
賃貸借契約で借りる形態から専門業
者のサービスを受ける方向に拡大し
てきている。従来は働く場所は一か
所で、固定席で、長時間通勤を余儀
なくされたが、これからは働く人が

池本 洋一氏

中山 善夫氏

リクルート住まいカンパニー
　SUUMO編集長

ザイマックス不動産総合研究所
　代表取締役社長

再販リノベ市場が正念場。
大手寡占化をテックで食い止める

オフィス需要の量と質の変化に注目

既存住宅市場

オフィス市場

れが起こっている。日本でも建物点検
結果をアプリに自動入力したり、来店
時のアンケートをiPadに、と時短化へ
のIT活用が進んでいる。それだけで
なく、既存物件のリフォーム後イメー
ジパース提示、ステージング（家具
設置）の実施など、大手を超えるため
にはまずはテックを使ってみることが
肝要だ。米国のリアルターの半分は
女性（日本の生保レディのイメージ）
だが、彼女らもカンファレンスに顔を
出して、慣れないテックを一生懸命学
んでいた。テックは敵ではなく仲間と
見立てていただきたい。

働く「場所」と「時間」を柔軟に選
択できることが重要と考えられ、こ
のことが満足度を高め、生産性が高
まり、ひいては企業業績やブランド
力向上、優秀な人材の確保につな
がっていくことになろう。東京中心
部では、2018年～2020年にかけて比
較的大量のオフィス新規供給が予定
されているが、これも企業のオフィ
ス需要の強さから、マーケットの需
給バランスを大きく崩す要因とはな
りえず、2019年も引き続き、低水準な
空室率と緩やかな賃料上昇が続くこ
とになろう。
※ アクティビティ・ベースド・ワーキング：
ミーティングやPC作業など、活動次第で
働く場所を選べる働き方
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　新築マンション市場では「HARUMI 

FRAG」(総5632戸、内分譲4145戸)が
話題を独占し、年明けから販売活動
が始まることもあって、マンション
市況全体のリード役となることが必
至だ。東京五輪の選手村跡地に建設
される超大規模マンションは東京都
区部で1年間に販売される新規マン
ション戸数の3割近くになるが、都心
立地、五輪ブランドの優位性からも
全国から申し込みが殺到しそうだ。
加えて販売価格も近隣物件に比べて
割安になると予想されていることか
ら人気はより高まることになる。月

　昨年のJ-REIT市場は２年ぶりに反
発した。４％台の高い分配金利回りや
良好な不動産ファンダメンタルズが評
価されて海外投資家やETF（上場投
資信託）経由の資金が流入。配当込
みベースの東証REIT指数は史上最高
値を更新し堅調な年となった。また、
４社の新規上場と1.8兆円の不動産取
得により銘柄数は61社・運用資産19兆
円に拡大した。今年は、世界情勢の
不確実性が高まるなか内外景気の下
振れリスクに注意を払いたい。

島、勝どき、豊洲等の周辺部に建設
されている超高層マンションの販売
に影響することになるが、一挙に全
戸が発売とはならないため、かえっ
て湾岸人気に便乗する販売戦略が有
効となろう。
　郊外部の実需層向け物件であるが、
近年の価格上昇によって販売スピー
ドの鈍化が続いており、大幅な供給
増加は見込めない。ユーザーの選別
は駅近立地指向が強いため、割安な
中古マンションの売買が活発となり
そうだ。
　建売住宅は好調が続いてきた狭小

　まず、国内では7月に参議院選と10
月に消費税率引き上げが予定されて
いる。ニッセイ基礎研究所は、消費
増税のインパクトは軽減税率の導入
などから前回時より小さくなると見
るが、下期にかけて景気の減速は避
けられず19年度実質GDP成長率を
0.8％と予想する。東京オフィス市場
については企業のオフィス拡張意欲
が強くシェアオフィスなど新たな借
り手の台頭もあって需給の逼迫が続
く。一方で、来年にオフィスの大量

角田 勝司氏

岩佐 浩人氏

不動産経済研究所
取締役特別顧問

ニッセイ基礎研究所
金融研究部主任研究員

“HARUMI FRAG”が市場のリード役に。
 住宅ローン厳格化と消費税が懸念材料

外部環境に不透明感。
健全な成長に向けた各社の運営力に期待

分譲マンション・建売住宅市場

J-REIT 市場

東京の不動産市場編
分譲マンション・建売住宅、オフィス、既存住宅、J-REITの各専門家に、
2019年の東京の不動産市場の見通しについて伺いました。

低価格建売の販売戸数が先細りと
なっている。土地代の上昇と建築費
のアップで、一次取得層の購入力が
減ってきているからだ。地価の低い
エリアの建売需要も依然として弱い
ままだ。
　分譲マンション・建売住宅の両市
場とも、問題は住宅ローン審査が急
に厳しくなっていることだ。サブリー
ス問題の拡大で投資用賃貸アパート
の融資ばかりではなく、個人の住宅
ローン融資も頭金額、返済力などが
厳格化されている。10月からの消費税
アップも住宅需要の攪乱要因となる。

供給を控えるなか企業の賃料負担力
にも限界があるため、年後半にかけ
て空室率の上昇や賃料がピークアウ
トするリスクも考えられる。
　また、海外では米中貿易戦争の激化、
FRBの追加利上げ、英国のEU離脱など
景気の下押し要因となる懸念材料が目
白押しだ。外部環境の不透明感が高ま
るなか、J-REIT各社には安定したイン
カム収益を生み出す良質なポートフォリ
オの構築と運営を通じて、不動産市場
の健全な成長への貢献に期待したい。
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WORD

2019 年どうなる日本経済 と東京の不動産市場
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が統一され価格の流れが明確にな
れば、物件の信頼性を高める効果
も期待できるでしょう。既存住宅
の流通促進や空き家問題解消のた
めにも、物件の取引に関する情報
から整備していきたい考えです。

将来的に不動産の周辺情報や
住宅履歴情報とのひも付けを
見据える

　一方で、地盤やインフラの状況
など、周辺情報の明確化も不動産
流通の促進に不可欠です。国土交
通省は宅建業者などがこうした情
報を効率的に収集できるシステム
として「不動産総合データベース」
の構築も進めています。
　不動産総合データベースには、
道路や水道、電気・ガスといった
インフラの整備状況のほか、用途

　不動産IDのもとで一元化され
る情報と、不動産総合データベー
スに蓄積した情報は、将来的には
連携した活用をできるようにした
い考えです。ただ、現状では検討
状況にも差があることもあり、当
面はそれぞれ別個に運用していき
ます。
　また、住宅の点検や修繕、リ
フォームの記録などの住宅履歴情
報を保存しようとする取り組みも
国や住宅メーカーなどで検討され、
2009年度には住宅履歴情報とし
て扱うための必要項目や活用する
ためのルールなどが定められてい
ます。既に普及に向けた活動が業
界団体などを通じて始まっていま
すが、既存住宅の流通には物件の
性能や安全性が求められるため、
不動産IDとの将来的なひも付け
も見込まれています。

地域や容積率などの土地条件、ハ
ザードマップ、周辺の不動産価格
に関する情報などを盛り込む予定
です。2014年に基本構想をまとめ、
2015年度からは横浜市、2016年度
からは静岡市、大阪市、福岡市で
システムの試行運用を実施したと
ころです。国交省は試行の検証結
果をまとめる作業を進めており、
結果を踏まえてシステムの運用や
費用負担の主体などを固める予定
です。試行の検証結果を踏まえ、
情報の収集や管理、提供などにつ
いて、システムを運営していく上
での課題を抽出するほか、システ
ム導入により期待される市場活性
化への効果、システムを活用した
不動産取引の方法などを示してい
く考えです。今年度から2019年
度にかけてシステムの本格運用を
始め、全国展開に向けて対象地域
を順次拡大していく方針です。

不動産IDのイメージ
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物件の取引情報は 
取引ごとに分散 
履歴の探索に膨大な手間も

　宅建業者が不動産の売買を依頼
された場合、レインズ（REINS、
不動産流通標準情報システム）を
使って物件の登録や検索を実施し
ているケースが多いでしょう。ホ
ストコンピューターに蓄積された
全国の情報から顧客の求めに応じ
た物件の情報を取り寄せ、売買を
希望する顧客に情報を提供します。
仲介会社が持っているネットワー
ク以外の情報も仕入れられること
から、広く活用されてきました。
2017年度の活用状況をみると、新
規登録件数は539万3553件で、こ
のうち売却物件は162万1702件が
登録されました。月平均の検索件
数は3874万2495件となっていま
す。
　一方で、物件を取引した際の仲
介業者や売却価格といったデータ
は、その時々の記録だけになって
おり、情報を一元的に把握できな
かったり、その物件がいつ売買さ
れたかといった情報がすぐに判別
できないという課題も生まれてい
ます。物件の取引記録だけでなく
リフォーム実績などの維持管理情
報も統一されていない点や、取引
履歴を把握するために登記簿を調

査したり以前の所有者に問い合わ
せるなどの膨大な手間がかかる点
も課題となっています。さらに、
民間でもポータルサイトが運営さ
れるなど、不動産の売買価格や賃
料といった情報がいろいろな場所
に蓄積されるようになり、地域に
よって情報に偏りが生じるという
課題も指摘されています。

既存住宅の流通促進へ 
不動産IDの構築で 
価格情報など一元化

　こうした情報を統一化しようと
する取り組みは以前から構想され
てきましたが、少子高齢化が進む
中で住宅ストックや空き家が増加
している問題が顕在化するように
なり、既存住宅の流通活性化を促
す上でも早急に対応する必要が生
じてきました。そこで国土交通省
は、レインズなどに蓄積された過
去データを連携できる仕組みの構
築について検討を本格化させる構
えです。具体的には、物件ごとに
「不動産ID」を付与し、そのIDの
もとに過去の取引情報などをまと
め、売買の際の検討材料として活
用しやすくします。情報がまと
まっていれば、宅建業者が売買の

変革に向かう不動産流通業［シリーズ］

希望者に行うアドバイスもより的
確になり、流通にもつながるとい
う期待があります。流通した価格
の推移も把握できるため、地域ご
との市況や相場観を確認しやすく
なるメリットも挙げられます。
　国土交通省が2019年度から始
める検討では、レインズと民間の
持つ情報の相互連携をどう進める
かをテーマにするほか、民間の保
有する情報を活用する上での課題
の洗い出しなどに取り組みます。
その上で、情報の集め方や情報蓄
積のためのルール、宅建業者が情
報へアクセスするための方法や仕
組みなどを探っていきます。レイ
ンズについても、蓄積している情
報を整理し、現在活用されている
中での課題を把握する作業を進め
ます。国土交通省で有識者を交え
た検討会を立ち上げ、IDをどう
いった主体が運用するのかも含め、
方向性を見いだしていく予定です。
課題整理が進めばレインズを活用
した実証実験を試行していきます。
　IDに盛り込む情報は、まず住
宅の価格や流通の履歴に主眼を置
く方針です。流通履歴がIDのも
とに一元化されれば、購入希望者
が求めている物件を探す際も分散
している物件の情報をまとめる手
間が減らせます。また、成約情報

　国土交通省は、不動産の物件情報を一元化する仕組みの構築を検討します。現在の仕組みでは過去の取引情報
や修繕の実績などがばらばらに存在するため、それをひとつにまとめて流通しやすくしようという狙いです。順調に進めば、
２０１９年度から具体的な検討に着手し、課題の整理や情報の集め方などをさぐる予定です。

国土交通省が物件情報を
一元化するIDの構築を検討
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は、日本の住まいは造りがしっかり
しているし、管理が行き届いている
ということです。一方で、アメリカ
は80年代からDIYをして家族や仲間
と家を作り替えながら生活する文化
が浸透しています。ガレージでBBQ

やガレージセールをしたり、家が開
放されている感じがしましたね。日
本でもハロウィンを楽しむ人々が増
えてきましたが、アメリカでは季節
のイベントがあって家自体をデコ
レーションしたり、人を招くパーティ
文化があります。住まいの楽しみ方
が日本とはまた違っていて、おもし
ろいです。

東京は多様な文化を
融合させるのがうまい
“名アレンジャー”

　東京は世界の国際都市と比べると、
さまざまな海外の都市文化をアレン
ジする力が素晴らしいなと思います。
海外からのお客様が驚くのは、東京
は世界中のさまざまな料理が楽しめ
ることです。食文化だけでなく、さ
まざまな文化を融合させるのがうま
いと思います。「東京は名アレン
ジャー」と言ってもいいと思います。

　路地裏に入ると迷路のような世界
が広がり、またあるところでは若者
の新しい文化が顔を出す。そして明
治神宮など心が落ち着く静かな場所
もある。先進的な一面と古き良き日
本の姿が絶妙なバランスで共存して
いるところが魅力的な街だと思いま
す。

どんな暮らし方を
したいかが問われる時代

　暮らしや住まいとは、人と人とが
どのようなつながりを求めていくか
ということだと思います。コミュニ
ティやコミュニケーションは大切で
す。僕は自分が映画祭を開催してい
ることもあるのですが、人間には祭
りが必要だと思っています。神輿を
担ぐような伝統的な祭りでもいいで
すし、現在であれば高層マンション
の集会所で子どもたちが楽しめるよ
うなイベントを開催することでもい
い。街の中でみんなの気持ちが沸き
立つような場をつくっていくことが、
街の活気や人の生きる力につながる
のではないでしょうか。
　最近はワークライフバランスの考
え方を取り入れて、働く場と暮らす

場の距離が縮まりつつありますよね。
自宅でテレワークができたり、住宅
街にコワーキングスペースを設ける
動きも出ています。長い時間をかけ
て働きにいかなくても、仕事ができ
る時代になってきましたし、それが
加速度的に具現化されていくのでは
ないでしょうか。自分がどういう住
まい方や暮らし方をしたいかという
ことが問われるようになってきてい
ると思います。
　空き家対策やリノベーション物件
の登場など、既存のものを再生して
価値を高めていく住環境のあり方と、
新しい提案が盛り込まれた新築物件
が増えて、街全体が個性的で、かつ
子どもや高齢者にとっても優しい場
所になってほしいなと思います。東
京は名アレンジャーですから、うま
く編集されて街が進化していけばい
いですね。
　僕はライフスタイルに合わせて住
まいを変えてきました。地方から東
京に出てきた人も、海外からのお客
様も、一番頼りにするのは地域の情
報です。不動産業者さんは地域に根
差して街を見つめてきた力を持って
いると思うので、住む場所だけでな
く街の情報の発信拠点であってくれ
たらいいなと思います。

みんなの気持ちが沸き立つような場を  つくることが
街の活気や人の生きる力につながる

1965年静岡県生まれ。1990年に日米合作映画『クライシス2050』
でハリウッドデビュー。その後、映画やドラマ、舞台、ラジオで
幅広く活躍中。99年から日本初の国際短編映画祭「ショートショー
ト フィルムフェスティバル」を主宰。

別所哲也 氏 Tetsuya Bessho
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転換期となった
ロサンゼルスの生活

　上京して学生寮で１年ほど生活し
てから、大家さんが１階に住んで２
階を５部屋くらい貸し出している、
いわゆる下宿生活を経験しました。
その後は東高円寺の賃貸マンション
で一人暮らし。段階的に大人数での
共同生活から一人暮らしへと住まい
を移していきました。
　大学４年生の時に俳優になると決
めて、翌年に日米合作のハリウッド
映画のオーディションに合格し、渡
米しました。ロサンゼルスのコンド

海外の滞在経験が豊富で、俳優のみならずラジオパーソナリティとしても活躍している別所哲也さん。アメリカでの生活

を経験して感じる住まいへの思いや、これからの東京という都市と人々の暮らしのあり方についてのお考えを伺いました。

みんなの気持ちが沸き立つような場を  つくることが
街の活気や人の生きる力につながる

この人に聞く

ミニアムを映画の製作サイドから支
給されたのですが、ヨットハーバー
が近くにあって景色の美しいところ
でした。敷地の中央に大きなプール
があって、駐車場からプールサイド
を通って、自分の部屋に入るような
動線になっており、室内の設備も充
実していました。大きな冷蔵庫や広
いキッチンがあり、ランドリーは下
の階で、日本では考えられないくら
い大きな洗濯機と乾燥機がある。ア
メリカ西海岸のロサンゼルスでの生
活を楽しみながら、仕事ではハリ
ウッドのスタイルに触れ、演劇学校
に通った日々は、人生の転換期と言
える時期でしたね。

人の気配が感じられる
居住空間を大事に

　ロサンゼルスから戻って、豪徳寺
でワンルームマンションに住みまし
た。そこからはいわゆるトレンディ
俳優として、テレビドラマや映画の
仕事を掛け持ちでこなしていたため、
住まいは寝に帰るような場所で、当
時の記憶がないくらいに多忙な日々
を過ごしました。
　結婚して子どもを授かった今は、
戸建て住宅を購入して生活していま
す。子どもの小学校までの距離や、
早朝のラジオのパーソナリティの仕
事に支障をきたさないよう、どんな
天候であっても放送に間に合うよう
にラジオ局に行ける立地を考えて場
所を選びました。３年半くらいかけ
て土地を探しました。
　人の気配が感じられる居住空間を
大事にしたいという思いがあり、家
族が気持ちよく過ごせるリビングに
しました。キッチンはオープンで明
るい雰囲気にしたい、子どもや友人
などみんなで料理ができるような、
コミュニケーションできる場であり
たいと考えて、広めにしました。動
線もぐるっと回遊できるように工夫
しました。
　日米の住宅を経験してみて思うの
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物件については、所有者に改善を求
めています。隣家への倒壊が予測さ
れる危険性の高い物件については緊
急措置で解体も実施しました。今後
は、利活用の面からもアプローチし
たいと考えています。
　専門家による相談会を定期的に開
催し、空き家等への対策を進めてい
ます。全日本不動産協会東京都本部
新宿支部の会員の方々を中心に相談
員として迎え、昨年度まで毎月2回
行っていた住宅相談を今年度から週
に２回と回数を増やして開催していま
す。相談員の方々には区民のさまざま
な住宅に関する悩みの解決に向け親
身になって対応していただいています。

新宿区のまちづくりにおいて、
全日本不動産協会はどのような
役割を果たせるでしょうか

　常日頃から、価値の高い“都市部
の不動産”をいかに活かしていくか
のご指導や、高齢者や低所得者も利
用できる物件情報も含めた住宅相談
など、住宅政策全般にわたってご協
力いただいております。
　現在、区民住宅の入居率向上にも
ご助言をいただいており、専門家なら
ではのご意見により入居率は回復し
つつあります。その他、区の審議会
等への委員の派遣や、区の事業への
社会的貢献もいただき、貴協会と新
宿区の連携の幅は広がりより緊密に
なっています。今後とも、ますますの
ご理解とご協力をお願いいたします。

グランドターミナル構想
について教えて下さい

　戦後整備されてきた新宿駅とその
近接施設の更新時期に合わせ、土地
区画整理も含めた大改造計画で2040
年ごろ完成予定です。鉄道７路線が
関わる世界最大の乗降客を持つター
ミナル駅として、利便性や回遊性の
向上を目指していきます。無機質な
建築とならないよう駅としての佇まい
にも配慮した姿となる予定です。2020
年には東西の地下自由通路が供用開
始されますが、グランドターミナル
構想では線路上に人工地盤ができ、
賑わいの創出や人が自由に行き来で
きるスペースが予定されています。
　新宿は、江戸時代の内藤新宿以来、
宿場町として発展し、多くの来街者
が回遊することで成長してきました。
この再編整備でますます多くの来街
者が集まるようになると考えていま
す。一方で、時間帯によっては災害
発生時に非常な混乱が生じることも
あります。避難場所への誘導や帰宅
困難者の一時滞在スペースの確保な
どを駅周辺の大規模開発に合わせて、
事業者に働きかけています。

東京オリンピック・パラリンピック
まで2年を切りました

　新国立競技場が整備される地元自
治体として内外からの期待が想像以

上に高いことを自覚するように、か
ねてから区役所内では話をしていま
す。気運醸成に向け1,000日前イベ
ントや障害者スポーツ体験イベント
を開催しつつ、区民ニーズを汲み取
るために新宿区東京2020大会区民検
討会議で企画を検討するなど、準備
をしてきました。大会開催まで約１
年半となり、あっという間に開催時
がやってくると考えています。
　区民の記憶に残る大会にするため
の取り組みとしては、御神輿のパレー
ドや鉄砲組百人隊の出陣、また文化
的な活動で来街者をもてなすイベン
トなど、区民が得意分野で活躍でき
るように取り組んでいきます。
　また、ユニバーサルデザインに配
慮したまちづくりを実現していくため
に、「（仮称）ユニバーサルデザインま
ちづくり条例」を2020年に制定します。
障害者も、高齢者も、子育て中の人も、
外国人も移動しやすく、理解しやす
い設計思想をもった建築物や道路な
どの整備を推進していきます。

空き家等対策計画を
策定しました

　区内全戸の現地調査を終え、管理
不全の物件とその老朽化度などを
データ化したうえで、定期的な調査
を行っています。今年度、新宿区空
き家等対策計画を策定しました。建
物の損傷が激しいなど危険性の高い

第38回

新宿区の巻

1972年生まれ。1996年3月日本大学法学部卒業後に、学生時代よ
りアルバイトをしていた与謝野馨衆議院議員の事務所に就職。
地元後援会を担当し、2003年新宿区議会議員（～2009年）に当選。
2009年東京都議会議員（～2014年）に当選。2014年新宿区長に
当選（現2期）。趣味は読書や音楽鑑賞、体を動かすこと。

吉住 健一 Ken-ichi  Yoshizumi

平成30年10月に新宿駅西口イベント広場で開
催された不動産街頭無料相談会の様子。

来街者を楽しませながら、
住民にも住みやすいまちづくりを
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新宿区の魅力について

  

　“多様性”がよく言われます。住
民が多国籍であること、多様なジャ
ンルの文化が共存していること。そ
して、歓楽街からビジネス街、準工
業地域、住宅街、緑豊かな公園など、
少し歩くと風景が変わる多面性を
持った街です。閑静な住宅地に暮ら
しながらも、買い物や食事に出かけ
れば人込みや雑踏にも身を置け、
様々なライフスタイルを楽しめると
ころが魅力だと考えています。
　昨年９月には、新宿区で生まれ活
発な執筆活動を行いその生涯を閉じ
た文豪・夏目漱石の旧居跡に新宿区

立漱石山房記念館（早稲田南町）を
開館し、今年度末には10万人超の来
館者が見込まれています。写真など
から収集した情報をもとに精密に復
元した書斎や客間が見所です。新宿
の歴史の記憶を、ぜひご鑑賞ください。

新宿区は特徴のある地区を
多く抱えています

　中長期的なまちづくりの方向性と
しては、区内全域を俯瞰して策定し
た「まちづくり長期計画」がありま
す。これは、景気の動向やブームに
よって町の活気が著しく変化してき
た歴史を踏まえ、安定的に繁栄でき
るまちにすることを念頭に置き昨年
12月に策定しました。
　新宿のまちづくりといえば、どう
しても新宿駅周辺地区に目が行きが
ちですが、区内には新大久保、高田
馬場、四谷、飯田橋と人の往来が活
発な鉄道駅が複数存在しています。
それぞれの駅の特徴を活かし回遊性
ある周辺環境を整備していきたいと
考えています。
　新大久保駅周辺は観光客が急増し、
生活者にはやや利用しづらい状況が
生まれています。今後、近隣に大学
施設が完成するため利用者はさらに
増える予定です。高田馬場駅は、日
本でも有数の乗降客を抱える駅で、
周囲にオフィスビルやタワーマン
ションが完成したこともあり、通勤時
は非常に混雑します。鉄道3社が乗り
入れていますがバリアフリーの観点
からは、連結が十分とは言えない状
況が残されています。四ツ谷駅は、
江戸以来の商業地域ですが、駅前の
再開発や迎賓館の観光地化により今
後ますますの発展が見込まれていま
す。人の動線をどう周辺地域に広げ
ることができるかが、鍵となると考え
ています。飯田橋駅周辺は駅のホー
ムが移動することで、町とのアクセ
スに変化が訪れます。新たな駅が完
成した後、飯田橋駅周辺のまちづく
りを進めていくことになりますが、江
戸以来の道筋が残る街の特性をどう
活かしながらまちづくりの方向性を
考えていくかが重要となります。

多面的な魅力に溢れるまち
各地域の特徴を活かした
まちづくりを推進

In
te

rv
ie

w

区市長が語る

わ が ま ち 吉住 健一 区長新宿区

漱石山房の書斎を再現して展示。再現に関しては県
立神奈川近代文学館、東北大学附属図書館の協力に
より製作された。（http://soseki-museum.jp/）
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はもちろん別ですが）。日本と違っ
て床はタイル張りですので、箒や掃
除機よりもモップを使って拭くのが
一般的です。
　マレーシア人が日本で寮に入るお
世話をした際に、掃除道具になぜ
モップがないのかと聞かれたことも
あります（モップがないことにやや
不満そうでした）。その寮には大浴
場があったのですが、彼らにとって
は他人と一緒にお風呂に入るという
のは想像ができないようで、本当に
イヤだと言っていました。

寮やシェアハウス、 
家族愛は強いが離れて 
暮らすことは苦ではない

　進学校は全寮制のところが多く、
敷地内に教師の寮もあります。教師
の半数は寮に住み寮監督のような役
割もしています。日本でいうところ
の義務教育はマレーシアでは小学校
６年＋中学校５年の17歳までです。
その後の進学状況は民族や経済状況
によっても異なってきます。過去に
イギリス領であったこともあり、イ
ギリスの有名校に進学を希望する生
徒も少なくありません。
　国公立大学は州に１～２、私立大
学や専門学校は各地に数多くありま

す。地元から通える距離でも、自宅
から離れることに抵抗がないようで、
寮に入る人が多いです。加えて、友
人とシェアハウスをする人も多くい
ます。以前シェアハウスで暮らして
いた友人の話では、ボルネオ島にあ
るサラワク州ミリ付近で５部屋＋リ
ビングが20～30畳の部屋に５人で借
りて、家賃は一人月額３万円程度で
した。ミリはブルネイに近くマレー
シアでも高級なエリアに該当します。
個人用の各部屋も８畳くらいの大き
さはありましたが、このくらいの部
屋の広さはあまり珍しくはありませ
ん。日本人と比べて他人と暮らすこ
とにあまり抵抗がないようで、社会
人になってもシェアハウスで暮らし
ているマレーシア人は民族に係らず
一定数います。
　田舎では多世代で住んでいる家族
が多いのですが、家庭を持つとゆく
ゆくは住宅を購入して独立を、と考
える人が多いようです。マレーシア
にも住宅ローンはありますが、特に
中華系の人はしっかりしているので、
お金をしっかり貯めて即金で購入す
るパターンも少なくないようです。
　日本のように鉄道網が発達してい
ないので、家を探すときに「駅近」
という概念はありません。家族愛が
強いので実家の近くや利便性を求め
て職場の近くを探すことが多いです。
クアラルンプールには地下鉄もあり
ますが、基本的には車社会です。路
線バスもありますが、定刻どおりに
運行されないので通勤時の利用には
向きません。通勤時のラッシュがひ
どく、国は渋滞解消等に向けてさま
ざまな計画を立てており、現在鉄道
がないサラワク州での将来的な鉄道
敷設計画も立ってきました。また、
中国と関係の深かったナジブ前首相
による高速鉄道計画もありましたが、
これは昨年５月に再選された親日家

のマハティール首相により一旦白紙
に戻っています。現首相は代わりに
日本の新幹線を採用するのではない
かという報道も出ているところです。

部屋を借りるときは 
ウェブ上で検索、直接取引の 
ためトラブル発生も

　部屋を借りる場合は、ウェブサイ
トや街の広告を閲覧して直接オー
ナーとやり取りするのが普通です。
不動産業者（エージェント）を経由
して部屋を借りることもできますが、
中間マージンがかかるため好まない
人が多いようです。内見制度はあり
ます。オーナーと直接やり取りをす
るので融通が利きやすいというメ
リットもありますが、書面にしてい
なかったり、支払い確認がおざなり
だったりすることもあるためトラブ
ルは発生しやすいです。
　日本にはまちに不動産屋さんがた
くさんあってそこで部屋を借りるの
が一般的だということをまず知って
もらいたいですね。きちんとした
ルールに則って部屋を借りられると
いうのは、異国でのトラブル回避と
いう意味でも、彼らもありがたいと
感じると思います。マレーシアには
デポジットという敷金礼金のような
制度はありますが、内容は少し異な
りますので、それを最初に説明する
必要があります。湯船は必要ありま
せんが、シャワーがない部屋に入居
を希望するマレーシア人はいないと
思います。

飯島葉月さん

田舎の住宅のユニットバス。低い位置にホースが設置されて
いるのはイスラム教徒が用を足した後に洗浄するため。お祈
り前に足を洗ったりするのに使う人もいるそう。
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知っておきたい
アジアの“住まい文化”
昨年、独立以来初の政権交代が行われ、親日派の首相が再び返り咲いたマレーシア。多民族国家であるため、
民族によって異なる生活習慣が混在していると話すのは、在学中よりマレーシア語の通訳・翻訳を行っている飯
島葉月さん。日本語教師アシスタントとしてボルネオ島の都市クチンにも８ヶ月の在住経験を持つなど幅広く活
躍する彼女にマレーシアの住宅･生活についてうかがいました。

多民族国家マレーシア

　マレーシアは主にマレー半島とボ
ルネオ島（東マレーシア）から成っ
ていて、地域によって気候をはじめ
文化等が異なります。国民はマレー
系、中華系、インド系といった３つ
の主な民族構成のほか、さまざまな
少数民族や先住民族が共存しており、
本質的な多民族の国であると言えま
す。マレー系はイスラム教徒で、家
族構成は近年、子供は４～５人、少
し上の世代だと10人以上子供がいる
という家族も特に田舎では珍しくあ
りません。中華系は日本に似た傾向
があり子供の数はマレー系に比較す
ると少なく２～３人です。インド系
はマレー系と中華系の間ぐらい（や
やマレー系寄り）といった家族構成
です。
　マレーシアは民族で住
むエリアが分かれがちで
す。というのも、宗教施
設の周辺にその宗教の民
族が住むからです。都市
部では２階建て程度の長
屋形式（タウンハウス）
の住宅が主流ですが、田
舎では戸建てに住んでい
る人の割合が増えます。

中華系は裕福な人が多いので、マ
レー系やインド系と比べて家は大き
めで、外壁などの色合いは地味な住
宅に住んでいます。理由はわからな
いのですがマレー系の人たちは派手
な色彩の住宅を好む人が多いです。
古くからのマレーシアの住宅のつく
りとして特徴的なのは高床式の住宅
が多いことです。特に雨の多いサラ
ワク州や海辺のマラッカなどの田舎
では高床式の住宅をよく目にします。
低所得者層向けの公営住宅（団地の
ようなタイプ）もあります。

各部屋にシャワールーム、
宗教上の理由

　湯船はありません。浴室は水の
シャワーが一般的で、シャワールー
ムが一部屋に１つある住宅も少なく

ありません。というのも、イスラム
教徒はお祈りの前に必ず身体を清め
るからです。マレー半島北部のクラ
ンタン州ではイスラム教徒が多いの
ですが、この地域の住宅はリビング
ルームにも小さな手洗い場がある家
も多いです。これはイスラム教徒は
右手を使って食事をするため、食事
前後にはすぐ手が洗えるようにする
家の工夫の一つです。
　室内では日本同様に靴は脱ぎます
が、揃えるという文化はありません。
いわゆる“サンダル”を履く人が多
いのですが、脱いだサンダルは散乱
したままで、子供が投げて遊んだり
している光景をよく目にしました。
日本人は素足でよそのお宅に上がる
ことには抵抗がありますが、室内で
靴下を履いているマレーシア人はほ
とんどいません（ビジネスシーンで

第 10 回

ボルネオ島サラワク州の田舎にあるロングハウス（高床式） 都市部の高層コンドミニアム

マレーシア
編
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裁判所の判決が、皆さんの実務に大きな影響を及ぼすことは少なくありません。
そこで、最近言い渡された判決を題材に、皆さんが知っておくべきことを
できる限りわかりやすく解説していきたいと思います。

川上法律事務所 弁護士

川上 俊宏 先生
Toshihiro KAWAKAMI

東京都職員を経て弁護士に。平成10年に川上法
律事務所を開設。不動産関係を中心に幅広く訴
訟を手がける。全日東京都本部では、宅地建物
取引士講習センターにて宅建業法及び宅地建物
取引士の使命と役割の講師を、取引相談委員会
にて20年間にわたり顧問を務めている。その他
公職多数。

たに取得する土地については、安全
で苦情等を受けないことを希望して
いたためであるところ、環境基準が、
土壌汚染対策法上、ヒ素を含む特定
有害物質による汚染の有無を判断す
る基準となるものであること、本件
売買契約の締結に至る過程で、本件
特約にいう「土壌汚染」が、重大な
健康被害を招く場合に限られるとの
説明や発言が一切なされていないこ
とも考慮すれば、一般に、環境基準
が土壌汚染の有無を判断するための
重要な基準であることは明らかであ
り、本件ヒ素が検出されたことは、
本件特約にいう「調査の結果土壌汚
染が検出された場合」にあたるもの
と認めることが相当であると判示し
ました。
⑵ 　次に、Ｙは、本件ヒ素の検出量
は、環境基準を超えるものである
が、人の健康にとって何の影響も
ない量であり、周辺住民から、本
件ヒ素を理由に反対運動を受ける
可能性はないと主張しました。

　これに対して、裁判所は、行政庁
は、本件ヒ素が健康被害を引き起こ
す可能性が全くないとまでは断言し
ておらず、本件ヒ素が環境基準を超
えるものであるが人の健康にとって
何の影響もない量であるとまで断定
することはできない。また、本件各
土地の周辺住民も、本件調査結果に
ついて、Ｙが主張するように、環境
基準を超えるが健康に何の影響もな

いと考えると認めるに足りる証拠は
ない。そうすると、Ｘの懸念するよ
うに、本件各土地で操業した場合に、
本件調査結果が一般廃棄物処理等を
行うＸの業務と関連づけられて、周
辺住民からＸの操業に反対される可
能性を否定することはできず、Ｙの
主張は採用することはできないと判
示しました。
⑶ 　さらに、Ｙは、環境基本法や土
壌汚染対策法にいう「土壌汚染」
は、人の活動に伴って生ずる土壌
の汚染に限定されるから、本件特
約の「土壌汚染」も自然由来のも
のはこれに当たらない、本件各土
地の従前の使用状況に鑑みれば、
本件ヒ素は自然由来のものである
から、本件調査結果は本件特約に
いう「調査の結果土壌汚染が検出
された場合」にあたらないと主張
しました。

　これに対して、裁判所は、本件売
買契約が締結された平成26年11月の
時点における土壌汚染対策法は、健
康被害防止の観点からは、自然由来
の有害物質が含まれる汚染された土
壌を、それ以外の汚染された土壌と
区別する理由がないことを理由に、
自然由来の有害物質が含まれる汚染
された土壌も同法の適用対象として
いたものであって、Ｙの主張するよ
うに、同法の適用が人の活動に伴っ
て生じる土壌汚染に限定されていた
と認めることはできない。そして、

本件売買契約締結に至る過程で、本
件特約の「土壌汚染」の意味が、上
記の土壌汚染対策法上の土壌汚染と
は異なり、自然由来のものを除くと
の説明や協議がなされたものとは認
められない。
   したがって、本件ヒ素が自然由来
のものであるか否かにかかわらず、
本件調査結果は、「調査の結果土壌
汚染が検出された場合」に該当する
というべきであると判示しました。
    

この判決から学ぶこと

  この判決から、特約の解釈が問題
となる場合には、当該特約が設けら
れた経緯、契約締結に至る過程で、
特約の文言の解釈にあたり、説明や
発言がされていたかといった観点か
ら判断されているということが理解
できるでしょう。
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実務に活かす！

最新判決動向

vo l .31

はじめに

　今回、皆さんに紹介するのは、購
入した不動産から環境基準値の２倍
を超えるヒ素が検出されたため、特
約に定める解約事由に該当するとし
て、買主が売主に対し、手付金相当
額の返還を求めた名古屋高裁平成29
年８月31日判決です。
　本件事案は、Ｘが、不動産業者Ｚ
の媒介により、Ｙから、倉庫として
利用されていた土地建物を買い受け
る契約を締結しましたが、その後、
買主であるＸが専門業者に依頼して
土壌汚染調査を実施したところ、本
件不動産の土地の北西側の広い範囲
から環境基準値の２倍を超えるヒ素
が検出されました。本件売買契約に
は「本物件契約後引き渡し前に、買
主の費用負担において土壌汚染調査
を行うことを売主は了解するものと

します。なお、調査の結果土壌汚染
が検出された場合、売主買主協議の
上本契約は白紙解約できるものとし、
売主は買主から受領した金員を無利
息で遅滞なく買主に返還しなければ
ならない」という特約（以下「本件
特約」という）があったことから、
Ｘが、本件調査結果は本件特約の定
める解約事由に該当するので、本件
特約に基づき本件売買契約を解約し
たと主張して、Ｙに対し、原状回復
請求として、手付金相当額の支払い
を求めたものです。

本件紛争の争点

　土壌汚染調査の結果、本件不動産
から環境基準値の２倍を超えるヒ素
が検出されたことが、特約にいう「調
査の結果土壌汚染が検出された場

合」に該当するといえるかというの
が本件の争点です。

本件土壌汚染調査の
結果は解約事由に

該当するか

⑴ 　はじめに、Ｙは、環境基準は、
人の健康を保護し、生活環境を保
全する上で維持されることが望ま
しい基準を定めたものにすぎない
から、本件各土地について本件ヒ
素が検出されたことは、本件特約
にいう「土壌汚染」に該当するも
のではないと主張しました。
　これに対して、裁判所は、本件売
買契約に本件特約が設けられたのは、
Ｘの廃棄物処理業という業務の性質
上、廃棄物処理法による各種規制を
受けるほか、近隣住民から迷惑施設
として様々な批判等を受けやすい立
場にあることから、Ｘにおいて、新

土壌汚染と契約解除
─ 売買対象地から基準を超えるヒ素が検出された場

合に、「調査の結果土壌汚染が検出された場合、
売主買主協議の上本契約は白紙解約できる」とした
特約により、買主からの契約解除が認められるか

（積極）
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土や植物等によって避難路としての
効用が妨げられているかも知れませ
ん。これらの点も、共同利益背反行
為に該当する可能性があります。
　最後に、肥料や薬剤の臭いについ
ては、受忍限度を超える程度であれ
ば共同利益背反行為になり得ます。
　以上より、具体的態様によります
が、ご相談のケースは共同利益背反
行為に該当する可能性があります。
したがって、当該区分所有者に対し
ては、ガーデニングを止めるか、継
続するとしても全面的に土を敷くの
ではなくプランターや植木鉢と受皿
を使用するなどし、総重量への配慮、
共用避難路としての効用の確保、隣
への土流出の防止を求めることが現
実的です。臭いについては、ほとん
ど無臭の肥料や薬剤も市販されてい
ますので、これらの使用を促すか、
使用自体を止めてもらうと良いで
しょう。
　それでも当該区分所有者が現状を
維持するのであれば、他の区分所有
者の全員又は管理組合法人は、当該
行為の差止等を請求することができ
ます（区分所有法57条１項）。

事例概要

バルコニーでのガーデニングは問題か
　今回は、マンションのバルコニー
でのガーデニングに関するご相談で
す。相談者が管理業務を受託してい
るマンションの区分所有者の１人が、
バルコニーに土を敷いて本格的に
ガーデニングをしています。その隣
の区分所有者から、自分のバルコ
ニーに土が流れ込んでくる、肥料や
薬剤が臭いなどの苦情がありました。
バルコニーでのガーデニングは管理
規約違反になるのか、止めさせるこ
とはできるのか、とのご相談です。
　なお、当該マンションの管理規約では、
国土交通省の定める「マンション標準管
理規約」と同様に、バルコニーは共用
部分であること、区分所有者はバルコ
ニーについて専用使用権を有すること、
区分所有者は敷地及び共用部分等をそ
れぞれの通常の用法に従って使用しな
ければならないことが規定されています。

相談員の回答

管理規約・区分所有法違反の
可能性がある
　バルコニーの使用方法が管理規約

や使用細則等で具体的に規定されて
いる場合はそれに従う必要があります
が、規定されていない場合はその可否
を個別に判断することになります。具
体的には、管理規約で規定されている
「通常の用法」と言えるのかどうか、使
用態様が区分所有法６条１項で禁止さ
れている「建物の保存に有害な行為
その他建物の管理又は使用に関し区
分所有者の共同の利益に反する行為」
（共同利益背反行為）に該当するのか
どうかを検討することになります。
　ご相談のケースでまず気になるの
は、バルコニーの耐荷重量です。構
成成分にもよりまずが、土は一般的
に大変重いです。降雨や水やりで水
分を含めば更に重くなります。加え
て、ガーデニングしているのであれ
ばレンガや植物の重量もあります。
これらの総重量がバルコニーの耐荷
重量を超えるようであれば、端的に
「建物の保存に有害な行為」であり、
「通常の用法」とは言えず、管理規
約・区分所有法違反と言えます。
　また、隣のバルコニーへの土の流
出は、隣人のバルコニーの使用を妨
げるものであり、場合によっては排
水溝の詰まりなどを引き起こすおそ
れがあるものです。さらに、バルコ
ニーが共用避難路となっている場合、

TRA不動産相談室では、不動産取引に精通した弁護士と
経験豊富な相談員による相談が無料でご利用できます。
会員の皆様の不動産取引業務のサポートとしてご活用ください。

TRA不動産相談室に寄せられる相談のなかから、会
員の皆様の業務に役立つ事例を選び、ご紹介してい
きます。解説は、相談室で対面式相談を担当されて
いる、銀座誠和法律事務所の井上雅弘弁護士です。

相談日時
①電 話 相 談（相談員が電話で対応します。）毎週月曜日～金曜日。午後1時から午後4時まで

②弁護士相談（弁護士が面談で対応するので予約が必要です。）毎週火曜日と木曜日。午後1時から午後4時まで

③税 務 相 談（税理士が面談で対応するので予約が必要です。）原則第2・4水曜日。午後1時から午後4時まで
　※①～③とも土日祝日、年末年始、お盆期間、ＧＷ期間中はお休みです。

　電話番号：03（5338）0370　（相談室専用電話）　FAX番号：03（5338）0371
　所 在 地：東京都新宿区西新宿7-4-3　升本ビル２階

井上雅弘 先生
（いのうえ・まさひろ）
銀座誠和法律事務所　弁護士

2003年3月、早稲田大学法学部卒。05
年10月、司法試験合格。07年9月、銀座
誠和法律事務所入所。役職等：千葉県
警察学校講師（民法）、社会福祉法人
監事、経営革新等支援機関等。日本不
動産学会正会員。第一東京弁護士会
所属。

Real Estate Consultation ［第21回］

TRA不動産相談室の
事例から
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　不動産トラブルにおける最大の訴
訟の争点である宅地建物取引業者
（以下、「宅建業者」という）が行う
べき通常の不動産調査方法（重要事
項の調査説明方法）については、グ
レーゾーンと言われ、これまでに、
法令や告示等がないために、一切、
消費者に情報開示されていません。
本誌で、宅建業者が行う通常の重要
事項の調査説明方法の「権利関係調
査における調査説明方法」について
述べましょう。
　法務局における「権利関係調査に
おける調査説明方法」には、第一に、
「物件の特定作業」、第二に、「権利
関係の確認作業」の2種類の視点が
あり、それぞれの視点から「取引開
始時点における物件の特定調査およ
び権利関係の状況の調査説明」をす
ることです。
　不動産登記規則第28条（保存期間）
では、「土地に関する閉鎖登記記録
は閉鎖した日から50年間」、「建物に
関する閉鎖登記記録は閉鎖した日か
ら30年間」の保存等を義務付けてい
ますが、保存期間を過ぎれば登記官
の判断にゆだねられています。実際
には、登記官により焼却処分とされ、
過去の土地の閉鎖登記記録に基づく
履歴調査をすることができない法務
局が存在します。過去の閉鎖された
登記の履歴調査をする必要がある場
合でも、閉鎖記録の保存がない法務
局においては、履歴調査をすること
はできません。
　それでは、「権利関係調査におけ
る調査説明方法」では、どのような
事項を調査説明できるでしょうか。
　「現時点における土地、建物の登

記記録の登記事項証明書、地図又は
地図に準ずる図面、地積測量図、隣
接地主の要約書、建物図面、各階平
面図、共同担保目録、信託目録、筆
界特定図面などを取得し、内容の確
認調査をして説明することが主な業
務」になります。
　しかし、①過去の所有者情報の変
遷記録を調べるための土地建物の閉
鎖登記簿の写しの取得②過去の登記
地目の変遷の記録を調べるための旧
土地台帳の写しの取得③過去の地番
や地目の変遷記録を調べるための旧
紙公図の写しの取得④地下室の存在
などの過去の建物の利用履歴を調べ
るための閉鎖建物の登記記録や閉鎖
建物図面の取得⑤境界確認のための
過去の地積測量図の変遷記録を調べ
るための閉鎖地積測量図の取得─な
どの調査については、宅建業者は通
常、調査をしていません。このよう

有限会社エスクローツムラ
代表取締役

津村 重行 
Shigeyuki TSUMURA

1947年11月兵庫県生まれ。不動産調査業を主業務とする。業界紙主催のセミナーで多
数講演。「不動産物件調査の実務」「新説・売買重要事項説明の実務」など著書多数。

《エスクローツムラHP》
http://www2.odn.ne.jp/˜escrow-tumura/

な不動産の専門調査業務は、土地家
屋調査士や司法書士などの専門検査
機関が行う業務であり、宅建業者は
専門検査機関ではないため、通常は、
これらの業務を行っていません。
　大切なことは、このような宅建業
者が行う通常の調査説明方法につい
て、契約締結前の重要事項説明の段
階で消費者の確認を取得することで
す。もちろん、消費者からの特段の
申入れなどが存在する場合は、可能
な限り、これに応えて調査をする努
力が必要です。そして、調査ができ
ない業務範囲については、専門検査
機関を紹介することが大切です。
　「重要事項の権利関係調査におけ
る調査説明方法」を情報開示し、取
引当事者の確認を取得することが、
不動産トラブル防止の上で、とても
大切である理由がここにあります。

ここに注意！ 調査のポイント

重要事項説明書の特記事項として、「権利関係の調査説明方法」を書面にして情報開
示しておくことは、トラブル防止の上で大切です。

トラブルを防ぐ！
達人が教える不動産調査テクニック

連 載
第22回

重要事項調査編 ❹

〈特記事項〉

宅地建物取引業者が行う通常の不動産調査方法及び説明方法のご確認

〈権利関係調査説明方法〉「取引開始時点における物件の特定調査および権利関係の
状況を調査説明します。」（過去の差押え記録の有無などの履歴調査は、原則的に、除
かれます。）
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2018.07 >> 2018.12    Information本部・支部だより

城東第一支部・多摩東支部、空き家等に関する協定を自治体と締結

支部

東第一支部は、平成30年7月31日（火）に足立
区と「空き家対策及び老朽家屋等の解消に関

する協定」を締結しました。今後は足立区と連携し、
本協定に基づく情報交換等を定期的に行うなど協力
してまいります。

城 多 摩東支部は、平成30年11月29日（木）に武蔵
野市と「良好な住まいづくりに関するパート

ナーシップ協定」を、同年12月5日（水）には三鷹市と
「空き家等の適正管理、有効活用等の推進に関する
協定」を締結しました。

自主規制委員会より不動産違反広告物に関する注意喚起
1.公正競争規約違反に対する措置状況
　当本部は、公益社団法人首都圏不動産公正取
引協議会（以下「公取協」という。）の会員団体です。
会員の皆さまは当該加盟事業者として、公取協が
運用する「不動産の表示に関する公正競争規約
（以下「表示規約」という。）」等が適用されます。
なお、表示規約に違反した場合、公取協から「厳
重警告・違約金」等の厳しい措置を受ける場合が
あります。平成30年度上半期（9月末時点）に厳重
警告・違約金の措置を受けた事業者は累計で22

件、うち当本部会員事業者は5件でした。

公取協実績

厳重警告・違約金課徴 平成30年度：22件（当本部5件）

うちインターネット広告：21件（当本部4件）

うち屋外広告物及びインターネット広告：1件（当本部1件）

2.公取協より厳重警告・違約金の措置を
　受けた場合
　当該措置を受けた加盟事業者は、「主要ポータ
ルサイトへの広告掲載停止」処分も受けることと
なります。

公取協の対応

掲載停止の対象となる措置：厳重警告・違約金

掲載停止の対象サイト：
　　　「アットホーム」「CHINTAI」「マイナビ賃貸」
　　　「LIFULL HOMES」「SUUMO」「ヤフー不動産」
　　　「いい部屋ネット」「スマイティ」「健美家」
　　　「ラビーネット」「ハトマークサイト」　計11サイト

上記対象サイトの掲載停止期間： 
　　　最低 1ヶ月以上（原則法人単位）

掲載停止の対象物件：賃貸・売買の別を問わない

掲載停止の対象となる広告媒体： 
　　　インターネット・チラシ等種別を問わない

3.公取協への相談事例
Q.  元付業者が誤った情報を提供した業者間情報図面を
基に、そのまま不動産情報サイトに広告をした場合、
広告違反の責任は当社が負いますか？

A.  広告主である御社が責任を負うことになります。

Q.  新築住宅の広告を新聞折込チラシで実施する予定で
すが、現在建築確認申請中であり、受付番号の交付
のみ受けています。この番号を記載し、「販売予定」
等と称して広告を実施することは可能ですか？

A.  受付番号ではなく、建築確認番号の交付を受けてい
なければ「販売予定」等と称しても広告することはで
きません。

Q.  通勤時の電車の所要時間について、特急利用時の時
間表示をしたいと考えていますが、この特急は午前
7時以降の運転を一旦取りやめるものです。この場
合、特急を利用したターミナル駅までの所要時間を
メインに表示することは可能ですか？

A.  このような表示は、通勤時の全時間帯で特急が利用
できると誤認されるおそれのある不当表示に当りま
す。実際には、通勤時に特急を利用できる時間が限
られているわけですから、その旨を記載する必要が
あります。なお、通勤時において特急を利用できな
い時間帯の所要時間も併せて表示してください。

　このほか、公正競争規約等に関するお問い合わ
せは、公取協（TEL：03-3261-3811）までお問い合
わせください。会員の皆様におかれましては、広
告の掲載にあたり、表示規約や関係法令等を遵守
のうえ適正な広告表示を実施していただきますよ
うお願い申し上げます。
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摩中央支部は平成30年10月11日（木）に「多摩中央支
部法定研修会」を国分寺市のリオンホールで開催しま

した。題目は第一部「重要事項説明に関する最近のトラブル
事例」、第二部は「買主・借主の契約目的と媒介業者の説明義
務について」など、日常的に発生し得る事例をテーマとし、
大変有意義な研修会となりました。

平成30年度東京都功労者表彰
「都市づくり功労」を受賞

《ゆるキャラ®グランプリ2018》ラビーちゃんが5位入賞！！

全国一斉不動産無料相談会

成30年10月1日（月）、平成30年度東京都名誉都民
顕彰式及び東京都功労者表彰式が東京都において

行われました。東京都功労者表彰において「都市づくり
功労」に新宿支部の宮﨑俊江氏が選出されました。
　宮﨑氏の受賞を心よりお祝い申し上げます。

成30年11月17日（土）、18日（日）の2日間、大阪府東大阪市
の花園中央公園にて「ゆるキャラグランプリ2018」が開催

されました。
　当本部のマスコットキャラクターであるラビーちゃんも参加し、
8月から開始されたインターネット投票での得票数とこの2日間で
の決戦投票の結果、企業・その他ランキングで堂々の5位に入る
ことができました。
　皆様のご声援に感謝申し上げます。

成30年10月1日（月）、（公社）全日本不動産協会では設
立日である10月1日の「全日の日」にあわせて、安心安

全な不動産取引を実現するため、全国85会場において「全国
一斉不動産無料相談会」が開催されました。東京都本部でも、
公益目的事業として、同日、都内14会場において一斉相談会
を開催し、多くの消費者からの各種相談に対応いたしました。

平

平

平

本部

本部

本部

本部・支部だより

多摩中央支部　法定研修会を開催

支部

多

功労者表彰式（新宿支部・宮﨑俊江氏）

子供たちと触れあうラビーちゃん

東京都本部主催・東京都庁都民広場会場

多摩中央支部法定研修
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東京都からのお知らせ

編 集 後 記

広報委員長

後藤 博幸

公益社団法人  全日本不動産協会東京都本部  広報委員会　　一般社団法人  全国不動産協会  広報事業部会

サービスを強化して行かねばなりません。
　「平成」時代の前半10年は、実態が伴わない株
と不動産のバブル価格が短期間で是正される著し
い調整期で、「失われた10年」と呼ばれる冬の時代
でした。その後、長期的な経済成長期が2度訪れ、
街も経済も発展し、日本企業は強さを取り戻して
います。わが全日も全国3万5千社、東京都本部
もまもなく1万社の組織へと発展してきました。
　新入会員の代表者の中には平成生まれの方も含
まれるようになってきましたが、しっかりとした歩
みと取組をこれまで以上のレベルで行い、次の時
代も成長し発展する歴史を刻んでまいりましょう。

　明けましておめでとうございます。
　日経平均株価は昨年末にかけて大きく値を下げ、
12月最終日にかろうじて2万円台をキープして年
越しを迎えました。日本国民の願いである経済の
継続的な成長と安定が株価に反映した相場を
2019年は期待したいものです。東証1部株式の時
価総額が2128社で約590兆円（31/1/15現在）、
マイクロソフト、アップル、アマゾン・ドット・コム、
グーグルそれぞれ1社の時価総額（米国株式）は約
80兆円と4社で320兆円です。A Iが人の仕事を
奪っていく時代に入り、不動産業も資本力のある
I T企業に仕事を奪われないよう、お客様への商品・

編 集 
石川康雄、風祭富夫、後藤博幸、岩田和也、水田弘康、沼田文子、芦埜茂、武田良広、中村文典

誰もが共生する社会を目指して
﹁東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例﹂

平成30年10月1日より施行されました！

　条例のポイント

ポイント1　合理的配慮の提供の義務化
　障害者差別解消法において、民間事業者の合理的
配慮の提供は努力義務ですが、都条例では、差別解
消の取組を一層進めるため、義務としました。

ポイント2　紛争解決の仕組みの整備
　相談支援を行っても解決しない事案について、紛
争解決の仕組みによって、解決を図ります。新たに
調整委員会を設け、あっせん・勧告・公表を行うこ
とができる仕組みです。

ポイント3　広域支援相談員の設置
　広域支援相談員は、障害者差別に関する相談を、
障害者や関係者からだけでなく、民間事業者からも
受け付けます。

　東京都の取組

◦障害者差別解消条例に関する
　広報物を作成しました！

1.条例普及啓発パンフレット
　より分かりやすく条例の内
容をお伝えするため作成しまし
た。4コマ漫画を用いて説明し
ています。

2.条例リーフレット
　条例の施行を広く周知するために作成しました。
条例のポイントをまとめて紹介しています。

3.東京都障害者差別解消法ハンドブック
　（平成30年10月改定版）
　障害者差別解消法の施行に当たり作成したハンド
ブックを条例の内容等を新たに追加し、改定しました。

◦障害者差別解消法の出前研修を実施します！

　実施に当たりましては、都内に所在する事業者を
対象とさせていただきます。ご指定いただいた会場
に、都職員が講師として伺います。（無償）

※東京都における取組の詳細については、以下のHPをご覧ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shougai_shisaku/sabetsukaisho_yougo/sabekaikeihatsu.html

問い合わせ先

東京都福祉保健局 障害者施策推進部 計画課 権利擁護担当

〒163-8001　東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

TEL：03-5320-4559 　　　 FAX：03-5388-1413

メールアドレス：S0000230@section.metro.tokyo.jp
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東京都からのお知らせ

「人権に関する都の取組」について

　東京都は、「東京都障害者への理解促進及び
差別解消の推進に関する条例」及び「東京都オ
リンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の
実現を目指す条例」を制定し、昨年10月から施
行いたしました。宅地建物取引業は、住生活の
向上等に寄与するという重要な社会的責務を
担っており、また、人権問題の早期解決は国民
的課題です。同和地区出身者、外国人、障害者、
高齢者、LGBTなどをめぐる人権問題に対する
意識の更なる向上を図る必要があります。
　東京都では、差別をなくすために様々な取組
みを行っています。5月の「憲法週間」や12月の

「人権週間」にちなみ、人権に関する正しい理

解と認識を深めるとともに人権意識の高揚を図
ることを目的として、毎年、イベントを開催し
ています。会場では、同和問題をはじめとする
様々な人権課題について都民の皆様に考えてい
ただくためのパネル展示なども行っています。
国や区市町村でも、人権に関する様々なイベン
トを開催しています。ぜひご参加ください。
　都人権部ではホームページ「じんけんのとび
ら」で人権に関する様々な情報提供を行ってい
るほか、人権啓発の拠点として東京都人権プラ
ザ（公益財団法人東京都人権啓発センターが指
定管理者として運営）を設置していますので、
ご活用ください。

　同和地区の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害される同和問題は重大な
人権問題であり、その解決のため、国や地方自治体は様々な取組を行ってきました。
　しかし、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する
状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれ
を解消することが重要な課題であるとし、部落差別のない社会を実現することを目的として、平
成28年12月16日に部落差別の解消の推進に関する法律が成立し、施行されています。
　不動産取引に関しては、同和地区に関する調査や問合せ、行政書士等による戸籍謄本等の不
正取得、企業の採用に際し就職差別につながるおそれの強い身元調査が行われるなどの事例が
起きています。インターネットの掲示板等への悪質な書込みや公共施設等への差別落書き等も
後を絶ちません。
　様々な差別をなくし人権が尊重される社会をつくるために、一人ひとりがどう行動すればよ
いかを真剣に考え、実行することが大切です。
　皆さんも不動産取引に関連して、宅地建物取引業者として人権侵害につながる行為を行わな
いよう、同和地区に関する調査や問合せを行わない、顧客や取引先からの依頼に応えない、依
頼者には差別行為であることの理解を求めるなどを心掛けてください。

差別をなくすために

●人権部HP　　http://www.soumu.metro.tokyo.jp/10jinken/tobira/ 

●東京都人権プラザHP　　http://www.tokyo-hrp.jp/
　パネル展示、図書・ビデオの閲覧・貸出、人権相談事業等

●公益財団法人東京都人権啓発センターHP　　http://www.tokyo-jinken.or. jp/
　東京都人権プラザの管理運営。人権研修への講師出講事業（有料／要予約）等

22 不 動 産 東 京  January 2019


